
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再
就
職
手
当
は
早
期
の
再
就
職
で 

受
給
で
き
る
金
額
が
Ｕ
Ｐ
し
ま
す 

支給残日数の２／３以上を残して再就職をした場合 

これから受給する予定の金額の７０％を支給します 

再就職手当とは、いくつかの要件を満たして再就職をすることで 

これから受給する予定の金額の大部分を一括で受給できる給付金です★ 

給付日数が９０日の場合は 
６０日以上を残して再就職をすると 
より大きな金額がもらえます！！ 基本手当日額 

× 

支給残日数 

× 

７０％ 

基本手当日額 

× 

支給残日数 

× 

６０％ 

給付日数が９０日の場合は３０日以上を 
残して再就職をすると受給予定の金額の 
大部分を一括で受給できます！！ 

支給終了となった後に再就職をするよりも、 

給与と再就職手当で安定した収入を得ているから 

安心して働くことができます！！ 

再就職先の賃金が前職より低かった場合には、 

賃金６ヶ月間の差額を受給することができます 

再
就
職
先 

前
職 

支給残日数の１／３以上を残して再就職をした場合 

これから受給する予定の金額の６０％を支給します 

残りの３０％や４０％を活用して･･･ 

※上限があります 

※上限があります 

※上限があります 

※就業促進定着手当 


